
○宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）（抄） 
 
  （重要事項の説明等） 
第３５条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは

代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者

（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借りようと

している宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主

任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第五号にお

いて図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。  
 一～十二 （略） 
 十三 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措

置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその

措置の概要  
 十四 （略）  
２・３（略） 
 
  （書面の交付）  
第３７条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を

締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を

依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に

掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。  
 一～十 （略） 
 十一  当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき

保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容  
 十二 （略）  
２・３ （略） 
 
  （指示及び業務の停止） 
第６５条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第５０条の２第１項の認可を含む。次

項及び第７０条第２項において同じ。）を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当

する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平

成１９年法律第６６号。以下この条において「履行確保法」という。）第１１条第１項若しくは

第６項、第１２条第１項、第１３条、第１５条若しくは履行確保法第１６条において読み替え

て準用する履行確保法第７条第１項若しくは第２項若しくは第８条第１項若しくは第２項の規

定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができ

る。 
 一・二 （略） 
  三 業務に関し他の法令（履行確保法及びこれに基づく命令を除く。）に違反し、宅地建物取引

業者として不適当であると認められるとき。 
 四 （略） 



 
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれ

かに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、１年以内の期間を定めて、その

業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
 一・一の二 （略） 
 二 第１３条、第１５条第３項、第２５条第５項（第２６条第２項において準用する場合を含

む。）、第２８条第１項、第３２条、第３３条の２、第３４条、第３４条の２第１項若しくは

第２項（第３４条の３において準用する場合を含む。）、第３５条第１項から第３項まで、第

３６条、第３７条第１項若しくは第２項、第４１条第１項、第４１条の２第１項、第４３条

から第４５条まで、第４６条第２項、第４７条、第４７条の２、第４８条第１項若しくは第

３項、第６４条の９第２項、第６４条の１０第２項、第６４条の１２第４項、第６４条の１

５前段若しくは第６４条の２３前段の規定又は履行確保法第１１条第１項、第１３条若しく

は履行確保法第１６条において読み替えて準用する履行確保法第７条第１項の規定に違反し

たとき。 
 三～八 （略） 
３ 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当

該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、

第１項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第１１条第１項

若しくは第６項、第１２条第１項、第１３条、第１５条若しくは履行確保法第１６条において

読み替えて準用する履行確保法第７条第１項若しくは第２項若しくは第８条第１項若しくは第

２項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をするこ

とができる。 
４ （略） 
 


